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７０ 

１ 議案第 ３ 号関係 

 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

別表第１(第３条関係) 町長の附属機関 別表第１(第３条関係) 町長の附属機関 

附属機

関 

所掌事項 委

員

の

定

数 

委員の構

成 

委

員

の

任

期 

会長等

の選任

方法 

庶

務

担

当

課 

略 略 略 略 略 略 略 

おいら

せ町地

域公共

交通会

議 

略 略 略 略 略 略 

おいら

せ町空

家等対

策協議

会 

(1) 空家

等対策の

実施に関

する事項 

(2) おい

らせ町空

家等対策

計画等の

策定及び

見直しに

関する事

項 

(3) その

他町長が

必要と認

める事項 

20

人

以

内 

(1) 関係

行政機関

の職員 

(2) 町内

の公共的

団体の役

員及び職

員 

(3) 学識

経験を有

する者 

(4) 町長 

(5) その

他町長が

必要と認

める者 

2年 (1) 会

長 

町長 

(2) 副

会長

 会

長の

指名 

政

策

推

進

課 

おいら

せ町補

助金等

評価委

員会 

略 略 略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 略 
 

附属機

関 

所掌事項 委

員

の

定

数 

委員の構

成 

委

員

の

任

期 

会長等

の選任

方法 

庶

務

担

当

課 

略 略 略 略 略 略 略 

おいら

せ町地

域公共

交通会

議 

略 略 略 略 略 略 

おいら

せ町補

助金等

評価委

員会 

略 略 略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 略 
 

 

  



７１ 

２ 議案第 ４ 号関係 

 おいらせ町印鑑条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 (多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)  (多機能端末機による印鑑登録証明書の交付) 

第１３条の２ 前条の規定にかかわらず、登録

者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方

公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律(平成１４年法律第１５３号)第２２条

第１項に規定する個人番号カード用利用者証

明用電子証明書が記録されているものに限

る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和

５９年法律第８６号)第１２条の２第４項第

３号ロに規定する移動端末設備であって電子

署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律第３５条の２第１項

に規定する移動端末設備用利用者証明用電子

証明書が記録されているものに限る。)を利用

して、自ら多機能端末機(本町の電子計算機と

電気通信回線により接続された民間事業者が

設置する端末機であって、証明書を発行する

機能を有するものをいう。)に必要な事項を入

力することにより、印鑑登録証明書の交付を

申請し、その交付を受けることができる。 

第１３条の２ 前条の規定にかかわらず、登録

者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方

公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律(平成１４年法律第１５３号)第２２条

第１項に規定する個人番号カード用利用者証

明用電子証明書が記録されているものに限

る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和

５９年法律第８６号)第１２条の２第４項第

２号ロに規定する移動端末設備であって電子

署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律第３５条の２第１項

に規定する移動端末設備用利用者証明用電子

証明書が記録されているものに限る。)を利用

して、自ら多機能端末機(本町の電子計算機と

電気通信回線により接続された民間事業者が

設置する端末機であって、証明書を発行する

機能を有するものをいう。)に必要な事項を入

力することにより、印鑑登録証明書の交付を

申請し、その交付を受けることができる。 

 

  



７２ 

３ 議案第 ５ 号関係 

 おいらせ町火入れに関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（火入れの中止） （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れ許可

の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥

注意報が発表され、又は火災警報若しくは林野

火災に関する注意報が発令された場合には、火

入れを行ってはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他

に延焼するおそれがあると認められるとき、又

は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、

若しくは火災警報若しくは林野火災に関する

注意報が発令されたときは、速やかに消火しな

ければならない。 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れ許可

の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注

意報又は火災警報が発令された場合には、火入

れを行ってはならない。 

 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他

に延焼するおそれがあると認められるとき、又

は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警

報が発令されたときは、速やかに消火しなけれ

ばならない。 

    

 

  



７３ 

４ 議案第 ６ 号関係 

 町道の路線認定について 路線図 

  
 

 

 

 

 


